
内

閣

府

○

令
第
一
号

文
部
科
学
省

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
七
十
七
号
）
第
五
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
抑

制
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
抑
制
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内

閣

府

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
抑
制
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
三
十
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

文
部
科
学
省

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
年
次
別
収
容
定
員
の
算
定
方
法
）

（
年
次
別
収
容
定
員
の
算
定
方
法
）

第
二
条

令
第
二
条
に
規
定
す
る
年
次
別
収
容
定
員
は
、
修
業
年
限
に
お
け
る
年
次

第
二
条

令
第
二
条
に
規
定
す
る
年
次
別
収
容
定
員
は
、
修
業
年
限
に
お
け
る
年
次

別
に
区
分
し
た
入
学
定
員
（
大
学
が
編
入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る

別
に
区
分
し
た
入
学
定
員
（
大
学
が
編
入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る

編
入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
年
次
以
上
の
年
次
に
あ
っ
て
は
、
入
学
定
員
と
編
入

編
入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
年
次
以
上
の
年
次
に
あ
っ
て
は
、
入
学
定
員
と
編
入

学
定
員
の
合
計
数
。
第
八
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

学
定
員
の
合
計
数
。
第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
数

に
相
当
す
る
数
と
す
る
。

と
す
る
。

（
就
業
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る

（
就
業
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る

場
合
等
）

場
合
等
）

第
八
条

[

略]

第
八
条

[

同
上]

２

令
第
五
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

２

令
第
五
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

げ
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

[

略]

一
・
二

[

同
上]

三

修
業
年
限
の
後
半
を
含
む
当
該
修
業
年
限
の
二
分
の
一
以
上
の
期
間
に
お
い

三

修
業
年
限
の
後
半
を
含
む
当
該
修
業
年
限
の
二
分
の
一
以
上
の
期
間
に
お
い

て
、
学
生
が
東
京
圏
（
東
京
都
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
及
び
神
奈
川
県
の
区
域
を

て
、
学
生
が
東
京
圏
（
東
京
都
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
及
び
神
奈
川
県
の
存
す
る

い
う
。
第
五
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
区
域
に
所
在
す
る
校
舎
で
継
続

区
域
を
い
う
。
）
以
外
の
区
域
に
所
在
す
る
校
舎
で
継
続
的
に
授
業
を
受
け
る

的
に
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
期
間
を
通
じ
て
当
該
校

こ
と
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
期
間
を
通
じ
て
当
該
校
舎
で
の
み
行
わ
れ
る

舎
で
の
み
行
わ
れ
る
必
修
科
目
又
は
選
択
科
目
（
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

必
修
科
目
又
は
選
択
科
目
（
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
卒
業
の
要
件
と

り
、
卒
業
の
要
件
と
し
て
学
生
が
修
得
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
が
配
当
さ
れ

し
て
学
生
が
修
得
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
が
配
当
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定

て
い
る
も
の
に
限
定
し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合

し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合

四

[

略]
四

[

同
上]

五

大
学
の
学
部
（
短
期
大
学
の
学
科
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

[
号
を
加
え
る
。]

じ
。
）
の
学
科
を
設
置
し
、
又
は
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
伴
い
、
必

要
な
限
度
に
お
い
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ



て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
有
識
者
の
意
見
を
聴
い
て
文
部

科
学
大
臣
が
認
め
る
場
合

イ

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
が
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十

(1)
五
条
の
人
材
の
育
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

理
学
又
は
工
学
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)
ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
日
の
翌
日
か
ら
当
該
学
科

(1)
に
お
け
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
に
三
年
を
加
え
た
期
間
（

に
お

(2)

い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
特
定
地
域
内

に
設
置
し
て
い
る
学
部
等
の
入
学
定
員
を
、
増
加
さ
せ
る
特
定
地
域
内
学

部
収
容
定
員
の
数
を
当
該
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
で
除
し
て
得
た
数

以
上
の
数
減
少
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
特
定
地

域
内
学
部
等
収
容
定
員
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
と
併
せ
て
、
当
該
減
少
に
係

る
学
部
等
を
置
く
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
減
少
さ
せ
る
特
定
地
域
内
学

部
等
収
容
定
員
の
数
を
超
え
な
い
範
囲
（
令
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
超
え
な
い
範
囲
。

に
(2)

お
い
て
同
じ
。
）
内
で
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ

と
。特

定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
を
減
少
さ
せ
る
大
学
等
の
設
置
者
と
の

(2)
協
議
に
基
づ
き
、
特
定
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、

に
規
定
す
る
方

(1)

法
に
よ
り
当
該
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
減
少
と
併
せ
て
、
当
該

大
学
等
の
設
置
者
と
は
異
な
る
大
学
の
設
置
者
又
は
大
学
を
設
置
し
よ
う

と
す
る
者
が
当
該
減
少
さ
せ
る
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
数
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
。

ハ

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
に
お
い



て
、
東
京
圏
以
外
の
区
域
内
に
存
す
る
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
法
人
と
連

携
し
て
当
該
学
科
の
学
生
に
就
業
体
験
そ
の
他
の
当
該
区
域
内
に
お
け
る
活

動
に
参
加
す
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
大
学
が
他
の
大
学
（
設

置
す
る
法
人
の
主
た
る
事
務
所
が
当
該
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
限

る
。
）
と
の
連
携
等
を
通
じ
当
該
区
域
内
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基

本
法
第
二
十
五
条
の
人
材
の
育
成
に
資
す
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
特

定
地
域
以
外
の
地
域
に
お
け
る
若
者
の
著
し
い
減
少
を
助
長
す
る
お
そ
れ
を

解
消
す
る
た
め
の
取
組
を
併
せ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

[

略]

五

[

同
上]

３

[

略]

３

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第３号 
（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

法第 13 条第３号 説明書 

 
特

定

地 
域 
内 
学 
部 
収 
容 
定 
員 
を 
増 
加 
さ

せ

る 
学

部

等 

大学等の名称 

 

 

 

学部等の名称 
 
 
 
 

修業 
年限 
 
 
 

入学定員 
（編入学定員） 
 
 
 

増加前の特定地

域内学部収容定

員（収容定員） 
 
 

増加させる特

定地域内学部

収容定員（収容

定員） 
 

増加後の特定

地域内学部収

容定員（収容

定員） 
 

校舎の所在地 
 
 
 
 

○○学部 
  ○○学科 

 
 
 
 

年 
 
 
 
 
 

人（ 人） 

 人（ 人） 
 
 
 
 

人（ 人） 

人（ 人） 
 
 
 
 

人（ 人） 

人（ 人） 
 
 
 
 

人（ 人） 

人（ 人） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

増加させる事由 
 
 
 

 
 
 
 

予定時期 
 

 
 

 
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令（以下「命令」という。）第 8 条第 2 項第 5 号の

規定の適用を受けようとする場合は以下も記入すること。 

特定地域 
内学部 
収容定員 
を増加 
させる 
学部等 

育成する人材像  

学位の分野  

特定地域内学部

等収容定員を減

少させる時期 

・人数 

年度      人 
 

東京圏以外の区

域内における活

動機会の内容 

（連携先（地方公共団体や企業など），連携先の所在する道府県） 

 

（活動内容の概要） 

 

 

東京圏以外の区

域内における人

材育成に資する

取組内容 

（取組を実施する道府県） 

 

（連携する大学その他の取組内容の概要） 

 

 

命令第 8

条第 2 項

第 5 号ロ

(2) の 規
定の適用

を受けよ

うとする

場合のみ 

合併・統廃合等， 
共同教育課程の

別 

□合併・統廃合等   □共同教育課程 
 

 
 

協議の内容 
 
 

 
 
 
 
 

 



附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


